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令和８年１月２８日（水） １３：３０～

講師

株式会社ユニバース
板倉 聡至

令和７年度
産業廃棄物排出事業者向け講習会

章タイトル 概要

１．産業廃棄物に関するリスク 法体系、処理業界のビジネスモデル、罰則

２．問題を解いて覚える法令順守事項
廃棄物処理委託時の基本事項

（許可、契約、マニフェスト）

３．廃棄物に係る最新の法改正について

廃棄物処理法改正
（処理委託契約書の記載事項追加、
電子マニフェストの報告事項追加）

再資源化事業等高度化法

４．その他、まとめ 不適正処理事例 等
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講師の紹介

「〈最新版〉図解 産業廃棄物処理がわかる本」 平成30年10月 ユニバース

産業廃棄物の流れ、処理の実態から相次ぐ法改正への対応まで、実際に産廃処理に携わる事業者が

豊富な図、写真でわかりやすく解説したロングセラー。産廃担当者のバイブル。

2018年10月に法改正に対応した最新版として改訂した。

「図解と実践トレーニングでわかる！ISO14001内部監査」 令和2年10月 子安 伸幸

環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の内部監査員として必要な力量を、短時間で効

率的に理解する。環境への取り組みを前進させるために、ISO14001を道具として正しく理解して、道具と

しての使い方をマスターする１冊。

（日本実業出版社発行）
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循環型社会を形成するための法体系
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太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ合同会議資料 「太陽光発電設備の廃棄・リサイクルをめぐる状況および論点について」

https://www.env.go.jp/council/content/03recycle03/000252102.pdf

https://www.env.go.jp/council/content/03recycle03/000252102.pdf
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仕組みが異なる各種リサイクル法

リサイクル法 一廃 産廃 許可関連制度 概要

家電
リサイクル法

● ●
※処理の仕組み
を構築している

主に、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の４種類についての、回
収・リサイクルの仕組みを構築している。産業廃棄物である家
電も対象であり、この制度に基づいて処理する場合、契約やマ
ニフェストの交付は不要。

小型家電
リサイクル法

● （●）
認定事業者に

よる処理に特例
小型家電２８品目について、認定事業者に対して必要な許可を
不要とし、市町村から求められる引取りに応じる。

容器包装
リサイクル法

● ― ―
家庭ごみの約6割（容積比）を占める容器包装廃棄物のリサイ
クル制度を構築している。具体的には、容器包装の製造者や
販売者に、リサイクル費用の負担が求められる。

食品
リサイクル法

● ●
一般廃棄物の
収集運搬業に
関する特例

食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事
業者を食品廃棄物等多量発生事業者とし、毎年度、主務大臣
に、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の
状況を報告することが、義務付けられる。

建設
リサイクル法

― ● ―

コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物
を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用する
ことを解体業者に義務づける。発注者には、事前に届出を行う
義務が発生する。

自動車
リサイクル法

● ●
※処理の仕組み
を構築している

使用済の自動車について、自動車所有者はリサイクルに要す
る費用を購入時にデポジット制で負担する。引取業者（所有者
からの引き取り及び解体業者等への引き渡し義務）、解体、破
砕業者（解体、破砕、フロン回収後のメーカー等への引き渡し
義務）、自動車メーカー（自社製造車からの廃棄物のリサイクル
義務）をそれぞれ負う仕組み。

その他、フロン排出抑制法、PCB特措法などの理解も必要・・・
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廃棄物処理業のビジネスモデル

項目 製造業 等 産業廃棄物処理業

市場 共通していること ： 市場原理に基づく自由競争

顧客の対象 （消費者） ⇔ 製造業 （排出事業者） ⇔ 産業廃棄物処理業

事業内容 つくる なくす

評価基準
［商品の質・評価］ と ［値段］ を

考慮して選択
［値段］ のみが選択の要素となりやすい

モノとお金の動き

モノとお金は逆方向に動く モノとお金が一緒に動く

事業者顧客
排出

事業者
処理業者

￥

モノ

￥

モノ

産業廃棄物処理市場の健全化のために
・排出事業者責任の徹底・強化
・処理業者への規制強化
・法令の徹底
・情報の公開
・優良処理業者の認定 など

廃棄物処理法第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を
自らの責任において適正に処理しなければならない。

同法第11条第1項

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなら
ない。

処理業界は不適正処理につながりやすいビジネスモデルである

１．産業廃棄物に関するリスク
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産廃リスク① ～罰則の厳しさ～

区分 イメージ このような場合
罰則

（以下の拘禁刑・罰金）

不法投棄

・廃棄物をみだりに投棄した
・廃棄物を違法に焼却した

◆従業員が廃棄物を建物内に隠した
◆廃棄物を持ち帰った・・

５年・１０００万円
法人に対して：３億円

受託禁止

・処理業許可を持たない者が処理を受託した
（処分だけでなく、収集運搬も対象）

◆「ついでにやっておきます」と引き受けた

５年・１０００万円

無許可業者
への委託

・処理業許可を持たない者に処理を委託した
（処分だけでなく、収集運搬も対象）

◆処理業者の許可期限が切れ更新していない
◆ある品目の許可を有していなかった

５年・１０００万円

委託基準
違反

・処理委託契約書を締結せずに委託した

◆処理委託契約の前に委託を開始した
◆契約書の必要事項が空欄のままだった
◆書面のやり取りに不備があり、実態として
契約がないままに処理委託していた

３年・３００万円

管理票
違反

・マニフェストに関するあらゆる違反

◆マニフェストを交付しなかった・紛失した
（引き渡しと同時に交付していない）
◆マニフェストの記載内容に不備・虚偽がある

１年・１００万円

保管届出
違反

・排出場所以外で３００㎡以上の土地での
廃棄物保管について、届出なく行った

６ヶ月・５０万円

虚偽報告
立入拒否

・行政庁から求められる報告に虚偽がある場合
・立入検査を拒否、妨害した場合

３０万円

平成30年度から
罰則強化

排出事業者責任を基に、厳しい罰則が定められている

6

令和7年6月～

懲役刑・禁固刑
が一本化され
「拘禁刑」に

１．産業廃棄物に関するリスク
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産廃リスク② ～不法投棄となれば・・・～

全体額 品目ごとの費用

青森県
29社

約 ５億円

\37,000～39,700/ｔ
（燃え殻、廃プラ、汚泥）

\19,856/ｔ
(動物性残さ）

岩手県
24社

約 ３．５億円

\36,000～49,000/ｔ
（燃え殻、汚泥、廃油）

107社
25社

５千万円以上

\31,080/ｔ
\10,878/㎥

※品目は不明

289社
80社以上

約３千万円

\22,479/㎥
（主に建設系混合廃棄物）

※品目ごとでなく一律
千葉市緑区事案

青森・岩手県境
不法投棄事案 12,003社

横浜市戸塚区事案

事案名
特定された

排出事業者数

明らかになっている排出事業者による撤去費用負担
（撤去協力に応じる／措置命令が発出される）

資料：環境省統計・自治体の公開情報 を基にユニバース編集

委託業者が不法投棄した場合にも、排出事業者に費用負担が求められる

（平成10年発覚）

（平成13年頃発覚）

（平成22年頃発覚）
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廃棄物処理法の全体像

「廃掃法（はいそうほう）」ともよばれる （正式名称：廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

ユニバース著「産廃がわかるハンドブック」から抜粋

排
出
事
業
者
自
身
が

自
社
で
処
理

処
理
を
他
社
に
委
託

原則 例外

処
理
業
者

排
出
事
業
者

契約書
【事前の約束】

マニフェスト
【廃棄物ごとの確認】

廃棄物処理法の原則＝排出事業者自身が処理

産業廃棄物が発生

処理時の基準
を守るべし

必要な許可 を

持っているか確認

運搬・中間処理

最終処分終了の報告

廃棄物の種類は？
処理できるものか確認

処理方法を確認

最終処分終了を確認

廃棄物処理法の原則は「排出事業者が自らその処理を行う」こと

8

１．産業廃棄物に関するリスク
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建設工事に伴い生じる産業廃棄物の排出事業者

9

・平成22年の改正において、建設工事から排出された産業廃棄物の排出事業者は、
発注者と直接契約した『元請業者』となることを明文化した。

・多重下請け構造である建設工事においては、排出事業者責任が明確にならない状況
や、下請業者にその処理を押し付ける状況に伴う不適正処理を防ぐ目的である。

■元請業者が排出事業者と定義される

（建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外）

第二十一条の三 土木建築に関する工事（建築物その他の工

作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」

という。）が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律（第

三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及

び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十

五並びに第十五条の七を除く。）の規定の適用については、当

該建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の注文者から

直接建設工事を請け負つた建設業（建設工事を請け負う営業

（その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを

含む。）をいう。以下同じ。）を営む者（以下「元請業者」という。）

を事業者とする。

【平成２２年 廃棄物処理法改正本文】

建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は、元請業者である

１．産業廃棄物に関するリスク
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建設工事であるかどうかの判断

＜廃棄物処理法での記載＞
土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。

＜課長通知からの抜粋＞

＜建設業法からの抜粋＞
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一に掲げるものをいう。 

＜日本標準産業分類 「大分類 D 建設業」より抜粋＞
建設工事とは，現場において行われる次の工事をいう。

(1) 建築物，土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設，改造，修
繕，解体，除却若しくは移設すること。

(2) 土地，航路，流路などを改良若しくは造成すること。
(3) 機械装置をすえ付け，解体若しくは移設すること。

土木工事業 電気工事業 板金工事業 電気通信工事業 建築工事業

管工事業 ガラス工事業 造園工事業 大工工事業 タイル・れんが・ブロツク工事業

塗装工事業 さく井工事業 左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業

建具工事業 とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上げ工事業 水道施設工事業

石工事業 ほ装工事業 機械器具設置工事業 消防施設工事業 屋根工事業

しゅんせつ工事業 熱絶縁工事業 清掃施設工事業 解体工事業

10

１．産業廃棄物に関するリスク
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排出事業者の定義

（事業者の責務）

第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

・・・・・・

（事業者及び地方公共団体の処理）

第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

・・・・・・

（具体例から考えると）

・使用済みの製品を、メーカーに処理してもらいたい

⇒使用していた事業者が排出事業者であることが原則

・倉庫会社の倉庫で保管していたものが廃棄物となった

⇒倉庫会社ではなく、荷主が排出事業者であるべき

11

排出事業者は誰か＝「廃棄物を生じる事業活動を行う者（法人）」

１．産業廃棄物に関するリスク
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問題を解いてみよう①

次のア～オの文章のうち、内容が正しいものには「〇」を、誤っているものには「×」を
解答欄に記入しなさい。

２．問題を解いて覚える法令順守事項

12

ア．

イ．

ウ．

エ．

オ．

ア．産業廃棄物とは、家庭から排出された廃棄物以外の廃棄物を指す。

イ．オフィスで使用された木製の事務机（木くず）は、一般廃棄物である。

ウ．仙台市で排出された産業廃棄物に関して不明なことがあった場合、
多賀城市に問い合わせれば問題ない。

エ．特別管理産業廃棄物の廃油の処分業許可を有している業者は、
特別管理産業廃棄物ではない廃油の処分も行うことができる。

オ．宮城県で排出した産業廃棄物を、福島県を通過し、茨城県内の処分
施設まで運搬する業務を委託する業者は、宮城県および茨城県の
収集運搬業許可が必要となる。
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廃棄物の区分

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分される

13

ユニバース著「産廃がわかるハンドブック」から抜粋

２．問題を解いて覚える法令順守事項
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産業廃棄物の種類と具体例産業廃棄物の種類と具体例

※ 業種指定のある産業廃棄物についての詳細は、次ページを参照してください

種類 内容及び具体例

燃え殻 石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等

汚泥 排水処理後及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの

廃油 鉱物性油及び動植物性油脂等すべての廃油

廃酸 廃硫酸、廃塩酸等のすべての酸性廃液

廃アルカリ 廃ソーダ液等のすべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃スチロール等すべての廃プラスチック

紙くず 印刷くず、製本くず、裁断くず、建設現場から排出される紙くず等

木くず 廃木材、おがくず、バーク、梱包材くず、板切れ、廃チップ等

繊維くず 天然繊維くず（合成繊維は廃プラスチック類）

ゴムくず 天然ゴムくず（合成ゴムは廃プラスチック類）

金属くず 鉄くず、空きかん、スクラップ、ブリキ・トタンくず等

ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず

ガラス類、製造過程等から生じるコンクリートくず、陶器くず、レンガくず、

石膏ボード等

鉱さい 電気炉等からの残さい、不良鉱石、粉灰かす等

がれき類 コンクリート破片、アスファルト破片、その他これに類する各種廃材

ばいじん 産業廃棄物焼却施設で生じるばいじんで、集じん施設によって集められたもの

動植物性残さ 魚・獣のあら、ボイルかす、野菜くず、油かす等

動物系固形不要物 と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥等

動物のふん尿 牛、馬、豚等のふん尿

動物の死体 牛、馬、豚等の死体

13号廃棄物 産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの

（コンクリート固形物等）

※

※

※

※

※

※

※

14
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産業廃棄物の種類と具体例

業種指定のある品目 具体例 特定業種

紙くず
印刷くず、製本くず、板紙等

紙加工製造業、新聞業（印刷発行を行うものに限る）、出版業

（印刷出版を行うものに限る）、製本業、印刷物加工業に係るもの

新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず 建設業

木くず

木材片、おがくず、バーク類等 木材・木製品製造、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業

新築、改築、増築、除去等に伴う木くず 建設業

貨物流通のために使用したパレット すべての業種

繊維くず
木綿・羊毛等の天然繊維くず 繊維工業（繊維製品製造業を除く）

新築、改築、増築、除去等に伴う繊維くず 建設業

動植物性残さ 魚・獣のあら、ボイルかす、野菜かす、油かす等 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業

動物系固形不要物 と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥等 と畜業

動物のふん尿 牛、馬、豚等のふん尿 畜産農業

動物の死体 牛、馬、豚等の死体 畜産農業

廃棄物である

事業活動に伴って排出された

産業廃棄物の20品目に該当する※1

業種指定のある品目に該当する

指定された種類・業種から排出された

廃棄物ではない

一般廃棄物である

産業廃棄物である

YES

NO

※２

YES

YES

YES

NO

NO

NO

YES

【総合判断説】

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、

又は他人に有償で譲渡することが

できないために不要となったもの。

廃棄物に該当するかは

・物の性状

・排出の状況

・通常の取扱い形態

・取引価値の有無

・占有者の意思 等

を総合的に勘案して判断すべき。

15
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用語の誤解は違法行為を生む

16
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全国の都道府県・政令市一覧

産業廃棄物は、全国に120以上ある都道府県または政令市が管轄する

令和3年4月1日～長野県松本市、愛知県一宮市も政令市に

17

■令和4年4月1日時点の都道府県または政令市

大阪府

大阪市

東大阪市

高槻市

堺市

豊中市

枚方市

愛知県

名古屋市

豊橋市

豊田市

岡崎市

兵庫県

神戸市

姫路市

尼崎市

西宮市

神奈川県

横浜市

横須賀市

川崎市

相模原市

北海道

旭川市 札幌市 函館市

千葉県

千葉市

船橋市

柏市

埼玉県

川越市

さいたま市

越谷市

広島県

広島市

呉市

福山市

岡山県

岡山市

倉敷市

静岡県

静岡市

浜松市

群馬県

前橋市

高崎市

青森県

青森市

秋田県

秋田市

岩手県

盛岡市

宮城県

仙台市

新潟県

新潟市

富山県

富山市

石川県

金沢市

沖縄県

那覇市

山口県

下関市

愛媛県

松山市

高知県

高知市

香川県

高松市

和歌山県

和歌山市

岐阜県

岐阜市

長野県

長野市

栃木県

宇都宮市

東京都

八王子市

京都府

京都市

奈良県

奈良市

福岡県

北九州市

福岡市

久留米市

長崎県

長崎市

佐世保市

熊本県

熊本市

大分県

大分市

宮崎県

宮崎市

鹿児島県

鹿児島市

佐賀県

徳島県

福井県

三重県

山梨県

山形県

茨城県

滋賀県

大津市
福島県

福島市

郡山市

鳥取県

鳥取市

島根県

松江市

八尾市

いわき市

川口市

明石市

八戸市

福井市

山形市

甲府市

寝屋川市

水戸市

一宮市

山形市

・・・令和3年4月1日～

・・・令和2年4月1日～

・・・平成31年4月1日～

＜凡例＞

※大牟田市（福岡県）は令和2年4月1日～ 政令市の指定を解除

※中核市移行を検討している都市 ： つくば市、所沢市、春日部市、草加市、藤沢市、富士市、春日井市、津市、四日市市、佐賀市

出典：中核市市長会ホームページ（http://www.chuukakushi.gr.jp/introduction/）

吹田市

水戸市

松本市

一宮市
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処理業許可証のチェックポイント

下６桁が固有番号

○○市長
○○知事から判断

切れていないか確認取り扱うことができる
品目を確認する

産業廃棄物 または

特別管理産業廃棄物

収集運搬業

または 処分業

×

の組み合わせで
４パターンのいずれか

１

委託廃棄物を処理
できる能力がある

か確認する

許 可 証 の サ ン プ ル

3

4

2

5

6
ちゃんとチェック

することは
排出事業者の責任！

許可証では、取り扱うことができる品目（種類）等を確認する

許可番号における始めの番号（2桁または3桁）は、

許可する都道府県・政令市番号を示します。

宮城県＝004、仙台市＝054

18
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環境省が考える排出事業者責任（注意義務）

19

「許可業者であること＝適正処理の保証」ではない

ユニバース著「産廃がわかるハンドブック」から抜粋
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収集運搬業許可の考え方

東京都 愛知県神奈川県
通過

静岡県
通過

必要 必要通過する行政での許可は不要

全国で収集運搬業を行うには
47の許可が必要

全国で収集運搬業を行うには
100以上の許可が必要

Ａ都道府県

ａ政令市
ｂ政令市

Ａ都道府県

ａ政令市
ｂ政令市

Ａ都道府県の許可はａ・ｂ政令市以外の
都道府県を区域とする

＝産業廃棄物に関する行政区の管理範囲
と同じ

平成23年４月から

Ａ都道府県の許可によって、都道府県内全域
（a政令市、b政令市を含む）で産業廃棄物の
収集運搬が可能になる。

※政令市内で積替保管を行う場合は、政令市
の収集運搬業許可が必要となる。

改正前 改正後

収集運搬業許可は、原則、積込みと積下しを行う都道府県の許可を確認

20
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問題を解いてみよう②

■次の図のような産業廃棄物の処理委託を行う場合、廃棄物処理法に基づいて結ぶべき産業廃棄
物処理委託契約について、解答欄に記入しなさい。 なお は、収集運搬を示します。

１・・・収集運搬委託契約のみが必要な場合
２・・・処分委託契約のみが必要な場合
３・・・収集運搬と処分の委託契約が必要な場合
４・・・直接契約が不要な場合 

 

 

排出事業者とA社

A社とB社

排出事業者とC社

排出事業者とD社

ア．

イ．

■次のア～イの文章のうち、内容が正しいものには「〇」を、誤っているものには「×」を
解答欄に記入しなさい。

ア．産業廃棄物の処理委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類および
数量ならびに支払う処理料金を含めなければならない。

イ．仙台市と、多賀城市に排出事業場を有している事業者が、
管理票交付等状況報告書を本社のある仙台市にまとめて報告した。

21

排出事業者とA社

A社とB社

排出事業者とC社

排出事業者とD社
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産廃処理委託契約書のルール

■処理委託の前に締結すること

■書面で締結すること

■契約の終了日から５年間保存すること

■契約する相手

■記載すべき事項に漏れがない ⇒ 記載事項一覧

埋立業者

再生業者

中間処理後の

残さの処理

排出事業者 収集運搬業者 処分業者
（中間処理業者）

※最初に行われる処分までの

処理が一次委託

産 業 廃 棄 物 処 理 の 流 れ

契約

契約

産 業 廃 棄 物 処 理 の 流 れ

◆ 収集運搬業者と契約するだけでは不十分

◆ 中間処理後の残さの処分先とまでは直接契約不要

収集運搬業者とだけではなく、運搬先の処分業者とも直接契約する

22
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産廃処理委託契約書の記載事項

23

ユニバース著
「産廃がわかるハンドブック」
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契約書作成のポイント

［甲の事業場］
法令で定められる記載事項では

ないが、排出した場所は必要な

収集運搬業許可の範囲を判断す

るためにも記入するべき

［事業範囲］
許可証を添付する必要があるこ

とから“許可証の通り”という記

載でもよい

ポイント２

１

2

ポイント1

ポイント1 空欄を作らない！

ポイント2 法令の記載事項以外も確認を！

産業廃棄物処理委託契約書は、漏れなく記載する

24
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紙マニフェスト７枚つづりの伝票の役割

排出事業者 収集運搬業者 処分業者

Ａ票
排出事業者控

Ｂ２票
収集運搬終了

Ｄ票
処分終了

Ｅ票
最終処分終了

Ｂ１票
収集運搬業者控

Ｃ１票
処分業者控

Ｃ２票
処分終了

①廃棄物の引渡し

②運搬終了

⑤最終処分終了

④二次マニフェスト
の運用

③処分終了

マニフェストは、運搬・処分・最終処分の完了を確認するための伝票

25
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紙と電子のマニフェストの違い

紙マニフェストは手紙 電子マニフェストは掲示板

処理
業者

掲示板
ＪＷＮＥＴ
(情報処理センター)

保存義務：５年間保存※

報告義務：排出事業者(１年分をまとめて報告)
※A票は交付日から、B2票・D票・E票は送付を受けた日から

保存義務：ＪＷＮＥＴが電子的に保存
報告義務：ＪＷＮＥＴが代わりに報告

排出
事業者

処理が終了
した部分の

紙マニフェスト

７枚綴りの
紙マニフェスト

情報入力（報告）情報入力（交付）

交付義務：
引き渡し日
より3日以内

交付義務：廃棄物の引き渡しと同時

排出
事業者

処理
業者

※排出事業者、収集運搬業者、処分業者、
３者全ての加入が必須条件

紙か電子、どちらかを選択して使用する

26
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紙マニフェストの交付報告義務

処理ルート

種類

排出量

交付枚数

○○県知事（○○市長）

排出行政区

年に１度の
決まりごと！

紙マニフェストを１枚でも交付したら、翌年6月末までに報告を

27
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宮城県 管理票交付等状況報告について

28

★管理票交付等状況報告に関する詳細情報は下記ページより

宮城県HP「マニフェストに係る報告について」 https://www.pref.miyagi.jp/site/tekiseisyori/manifest-page001.html

宮城県 「みやぎ産廃報告ネット」 https://www.miyagisanpai.jp/sys/A0010.aspx
※例年、4月1日にサイトオープン

電子報告を行う場合は「みやぎ産廃報告ネット」を活用

２．問題を解いて覚える法令順守事項
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紙マニフェスト 法定記載事項

29

①交付年月日と交付番号
②マニフェスト交付担当者の氏名
③排出事業者の氏名又は名称と住所
④排出事業場の名称と所在地
⑤産業廃棄物の種類と数量
⑥石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、

水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨、
及びその数量

⑦産業廃棄物の荷姿
⑧最終処分を行う場所の所在地
⑨運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称と住所
⑩運搬先事業場の名称と所在地、

積替え保管を行う場合はその所在地

【紙マニフェストの必須記載事項（A票）】

【NGな記入の例】

・必須記載事項が網羅されていない。
・1枚のマニフェストに複数種類の廃棄物を記入。
・1枚のマニフェストに複数回数の回収を記入。
・契約にない処分委託者を記入。
・交付済みのマニフェストを紛失した際に、

新しい別のマニフェストを交付すること。

…など。

① ②

③ ④

⑧

⑦

⑨

⑤（⑥）
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電子マニフェスト 法定記載事項

30

④

⑤（⑥）

⑧

⑦

⑨

２．問題を解いて覚える法令順守事項
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電子マニフェスト利用時に必要な書面

31

■受渡確認票 ： 電子マニフェストを利用した廃棄物の委託時に使用する
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電子マニフェスト 導入のメリット

32

区分 紙マニフェスト 電子マニフェスト

利用条件 特になし
排出事業者、収集運搬業者、処分業者の
3者が利用できる状況にあること

利用料金 30円／枚
JWNET利用料 22円／件
※ASP利用料 ～150円程度／件

交付義務 引き渡しの都度
引き渡し後３日以内
※事前に予約登録が可能

保存義務
５年間
※B2、D、E票はそれぞれ返送を受けた日から起算

排出事業者自ら保存の必要なし
※JWセンターが代行

報告義務
１年分の交付状況を毎年６月末に
都道府県又は政令市に報告

排出事業者自ら報告の必要なし
※JWセンターが代行

返送確認
処理の工程に応じて対応する伝票が返送される
→ 手元に自動的に伝票が戻ってくるが、

交付日からの経過日数が一目でわからない

JWNET内で登録される
→ 自発的に確認することが必要だが、

進捗が一目瞭然である

記載事項
正確な知識を有していなければ、
記載の漏れや誤りに気付くことができない

入力項目がシステムで管理されているため、
記載の漏れや誤りが比較的生じづらい

２．問題を解いて覚える法令順守事項
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水銀廃棄物について

33

２．問題を解いて覚える法令順守事項
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PCB廃棄物の掘り起こしに関する注意喚起

34

環境省作成資料より抜粋 https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210823_01.pdf

２．問題を解いて覚える法令順守事項

https://www.env.go.jp/council/03recycle/20210823_01.pdf
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産廃／一廃／有価物の違い

ユニバース著「産廃がわかるハンドブック」から抜粋

２．問題を解いて覚える法令順守事項
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施設確認（現地確認）について

36

２．問題を解いて覚える法令順守事項

★［施設確認］ は、法令で定められている義務ではない。

★［施設確認］ では、不適正処理や法令違反を見抜くことまでは難しい。

★［施設確認］ を行っていない処分業者への委託は危険である。
信頼できる業者を判断する、最も有効な手段である。

①［許可・契約・マニフェスト］とのズレはないか？処理の流れを知る。
※持参する、作成する、修正すること

②処理施設において、異常な状態ではないかを確認する。
（異常：山積みの状況、においや騒音などの公害、近隣住民の反対、従業員の行動）

③訪問したという事実を記録し、保存すること。
※チェックシートが必要になる

では、施設に行って何を見るのか？

◆施設確認とは・・・
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宮城県 条例による独自のルール

37

廃掃法では「努力義務」である現地確認を条例で義務化

★宮城県「産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例」の詳細は下記ページより

宮城県HP「適正化条例に基づく排出事業者の責務」 https://www.pref.miyagi.jp/site/tekiseisyori/haishutsu-tekiseika.html

その他 委託先における不適正処理発覚時の行政報告、産業廃棄物の性状確認 等

排出事業者は，あらかじめ，
当該処分を受託しようとする
者が当該処分を適正に行う
能力を有していることを確認
しなければならない。

２．問題を解いて覚える法令順守事項

https://www.pref.miyagi.jp/site/tekiseisyori/haishutsu-tekiseika.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/tekiseisyori/haishutsu-tekiseika.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/tekiseisyori/haishutsu-tekiseika.html
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宮城県 事業系廃棄物の処理について

38

宮城県HP掲載 処理委託に関する情報をまとめた簡易版リーフレット https://www.pref.miyagi.jp/documents/7611/791883_1.pdf

https://www.pref.miyagi.jp/documents/7611/791883_1.pdf

２．問題を解いて覚える法令順守事項

https://www.pref.miyagi.jp/documents/7611/791883_1.pdf
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宮城県 事業系廃棄物の処理について

39

宮城県HP掲載 処理委託に関する情報をまとめた簡易版リーフレット https://www.pref.miyagi.jp/documents/7611/791883_1.pdf

２．問題を解いて覚える法令順守事項

https://www.pref.miyagi.jp/documents/7611/791883_1.pdf
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廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加  

40

３．廃棄物に係る最新の法改正について

中央環境審議会循環型社会部会（第58回） 資料 「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000271535.pdf

排出事業者からの情報伝達不足による廃棄物処理工程からの有害化学物質漏えいが課題

https://www.env.go.jp/content/000271535.pdf
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廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加

41

３．廃棄物に係る最新の法改正について

中央環境審議会循環型社会部会（第58回） 資料 「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000271535.pdf

有害廃棄物情報の情報伝達に関する改正内容の概要

https://www.env.go.jp/content/000271535.pdf
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廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加

42

３．廃棄物に係る最新の法改正について

PRTR制度に基づく届出を実施している事業者が対象となる

■目的
①廃棄物処理工程からの化学物質の漏えいを防止すること
②処理業者における適正処理に必要な情報の伝達について
排出事業者の自主的な取組を促進すること

■対応
・PRTR制度に定められる「第一種指定化学物質等取扱事業者」は、
当該化学物質が含有・付着する産業廃棄物の処理を委託する場合に、

１）第一種指定化学物質が含有・付着している旨
２）含有・付着している第一種指定化学物質の名称および量（または割合）

を産業廃棄物処理委託契約に明記することが義務付けられた

※第一種指定化学物質等取扱事業者であっても、PRTR制度に基づく届出を
行ってない第一種指定化学物質が廃棄物に含有等している場合には、
情報伝達義務はない。ただし、処理業者と協議の上、当該物質が
処理工程に影響を与えると考えられる場合は、情報提供が必要。

「有害廃棄物の情報伝達省令改正に関する FAQ 」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000347664.pdf

https://www.env.go.jp/content/000347664.pdf
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「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf

廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加

43

３．廃棄物に係る最新の法改正について

情報伝達義務の有無は、PRTR制度と同じく事業所ごとに判断する

https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf
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廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加

44

３．廃棄物に係る最新の法改正について

施行日は2026年1月1日だが、経過措置が設けられている

既に締結済みの産業廃棄物処理委託契約に関しては、施行日（令和８年１月１日）
を過ぎた後も、契約更新が生じるまでの間は、従前の契約のままで良い（施行規則 
附則第２条）

2026年１月１日以降、新規に契約を締結する場合には、
法定記載事項として追加が必要

■自動更新の定めのある契約の場合

「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf

https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf
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廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加

45

３．廃棄物に係る最新の法改正について

「WDSガイドライン」と「WDS様式」も改訂された（2025年10月末）

「有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf

https://www.env.go.jp/content/000347658.pdf
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廃棄物処理法改正① 処理委託契約記載事項の追加

46

３．廃棄物に係る最新の法改正について

「WDS様式」の改訂に伴い追加された記載項目

「WDSガイドライン（第３版）」（環境省）より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000347660.pdf

第１種指定化学物質の
名称、量又は含有割合 を記載

※CASNo.がわかれば併せて記入

「発生工程」の欄が追加

https://www.env.go.jp/content/000347660.pdf
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廃棄物処理法改正② 電子マニフェストの報告事項追加  

47

３．廃棄物に係る最新の法改正について

中央環境審議会循環型社会部会（第58回） 資料 「電子マニフェストの項目追加について」より抜粋
https://www.env.go.jp/content/000271536.pdf

排出事業者責任の徹底、及び資源循環の促進を目的とした法改正

https://www.env.go.jp/content/000271536.pdf
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廃棄物処理法改正② 電子マニフェストの報告事項追加

48

３．廃棄物に係る最新の法改正について

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター資料 「処分業者向け電子マニフェスト項目追加説明会」より抜粋
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf

従来電子マニフェストでは追跡できなかった中間処理後の処分フローと再資源化量を可視化

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf
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廃棄物処理法改正② 電子マニフェストの報告事項追加

49

３．廃棄物に係る最新の法改正について

従来電子マニフェストでは追跡できなかった中間処理後の処分フローと再資源化量を可視化

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター資料 「処分業者向け電子マニフェスト項目追加説明会」より抜粋
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf
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廃棄物処理法改正② 電子マニフェストの報告事項追加
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３．廃棄物に係る最新の法改正について

電子マニフェストにおいて、中間処理業者が処分終了報告時に追加報告する内容を規定

■対応
・中間処理業者が一次マニフェストの処分終了報告、最終処分終了報告の際に、
下記情報を（従来の法定項目に追加して）報告することが義務付けられる

（改正後の施行規則第８条の34の3の２）

１）処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号
２）処分を行った事業所の名称及び所在地
３）処分方法
４）処分方法ごとの処分量
５）処分後の産廃又は再生された物の種類及び数量

※４・５ 実測できない場合、的確に算出可能な方法による算出量でも可
※自社が行う処分の委託先、さらにその先の処分に係る委託先の情報も必要
※売却先の情報は不要

排出事業者として急ぎ対応が必要な項目はないと解される
   中間処理業者は、今後の施行通知や説明会にて対応を確認する必要がある
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廃棄物処理法改正② 電子マニフェストの報告事項追加

51

３．廃棄物に係る最新の法改正について

処理業者の報告によって、排出事業者が再資源化物の量等を把握することができる

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター資料 「処分業者向け電子マニフェスト項目追加説明会」より抜粋
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf
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廃棄物処理法改正② 電子マニフェストの報告事項追加

52

３．廃棄物に係る最新の法改正について

中間処理業者・システム提供者の準備期間を踏まえて、2027年4月1日より施行予定

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター資料 「処分業者向け電子マニフェスト項目追加説明会」より抜粋
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/seminar_shobun_siryou_202510.pdf
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【新法】再資源化事業等高度化法

53

３．廃棄物に係る最新の法改正について

高品質な再生材の安定供給実現のため資源循環産業のアップグレードを目指す

公益社団法人 産業廃棄物処理事業振興財団「高度化法事業者向け説明会資料」より抜粋
https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50

https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50
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【新法】再資源化事業等高度化法

54

３．廃棄物に係る最新の法改正について

2025年11月21日に法律全体が施行された

公益社団法人 産業廃棄物処理事業振興財団「高度化法事業者向け説明会資料」より抜粋
https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50

https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50
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【新法】再資源化事業等高度化法

55

３．廃棄物に係る最新の法改正について

これまで再資源化に消極的だった廃棄物処分業者も含めて、産業全体を底上げする道筋を示した

公益社団法人 産業廃棄物処理事業振興財団「高度化法事業者向け説明会資料」より抜粋
https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50

https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50
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【新法】再資源化事業等高度化法

56

３．廃棄物に係る最新の法改正について

特定産業廃棄物処分業者には、再資源化実施状況の報告義務が定められた

公益社団法人 産業廃棄物処理事業振興財団「高度化法事業者向け説明会資料」より抜粋
https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50

https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50
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【新法】再資源化事業等高度化法

57

３．廃棄物に係る最新の法改正について

認定の３類型は資源循環の中に位置づけられている

公益社団法人 産業廃棄物処理事業振興財団「高度化法事業者向け説明会資料」より抜粋
https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50

https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=50
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項目 類型① 高度再資源化事業 類型② 高度分離・回収事業 類型③ 再資源化工程の高度化

目的
製造側が必要とする質・量の再生材を確保するため、
広域的な分別収集・再資源化の事業を促進

分離・回収技術の高度化に係る施設設
置を促進

温室効果ガス削減効果を高めるため
の高効率な設備導入等を促進

対象となる
もの・事業

＊製品等の原材料を代替する質・量の
再生材を安定して供給する事業

⇒ 再生材の供給先の
見通しが立っている

＊我が国の資源循環に資する事業に
再生材を供給する事業

⇒ 海外流出せず国内で使用される

＊地域との調和や地域振興、
地域発展に資する事業

社会に必要な製品で、今後さらに廃棄
物排出量の増加が見込まれるもの

→ 太陽電池
リチウムイオン電池
ニッケル水素蓄電池
※2025年11月時点

既存の廃棄物処理施設

廃棄物処理法
の特例措置

＊一廃・産廃ともに
処理（収集運搬・処分）業許可 不要
施設設置許可 不要

＊認定の範囲内で再委託可能
（広域認定制度に類似）

＊認定事業者への委託時に
マニフェストの交付 不要
（トレーサビリティの確立を前提）

一廃・産廃ともに
処分業許可 不要
施設設置許可 不要

認定計画に基づいて既存の「廃棄物
処理施設の変更」を行う場合、
廃棄物処理法の変更許可とみなす

要件

定量的指標（GHG、資源循環効果）評価 定量的指標（GHG）評価

＊取り扱う廃棄物や再生材について、
トレーサビリティが確立されること

＊腐敗性等のある廃棄物には、
生活環境上の影響を生じないような
措置が講じられていること

＊特定の再生材を回収可能な
高度技術を用いた事業であ
ること

＊周辺生活環境に影響がない
こと

申請者が「優良産廃処分業者」「多
量排出事業者」等で定められる取組
を行っていること

【新法】再資源化事業等高度化法
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３．廃棄物に係る最新の法改正について

※ 環境省資料「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律について」（2025年12月） を基に作成 https://www.env.go.jp/content/000360673.pdf

https://www.env.go.jp/content/000360673.pdf
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取消事例（廃掃法違反）から見る不適正処理
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※それぞれ、排出事業者も法令違反の状況があると考えられる。

４．その他、まとめ（不適正処理）

区分 不適正処理の事例 （2024年１月～2024年12月）

不法投棄

1 解体工事に伴う廃瓦・廃コンクリートガラ等約40トンに覆土を行い不法投棄した。

2 処理を受託した産業廃棄物を、処理施設内で保管基準を遵守せず長期間放置し不法投棄とみなされた。

違法焼却

3 立入検査の際に、役員がドラム缶を用いて産業廃棄物である段ボールを野外焼却していたことが発覚。

4 建設工事に伴って発生した木くず約10kgを自社敷地内で野外焼却した。

無許可営業

5
産業廃棄物最終処分場において、変更許可を受けずに埋立容量を10%以上増大させ木くずの埋め立て処分
を行ったうえ、再三の改善指導を受けたにもかかわらず改善がみられなかった。

6
収集運搬業許可の範囲に「積替保管」の許可が含まれないにもかかわらず、エアコンの室内機2台・室外機2
台（廃プラスチック類・金属くず）の積替保管を行った。

管理票違反

7
産業廃棄物である汚泥の収集運搬及び処分が終了していないにも関わらず、産業廃棄物管理票の写し・電
子マニフェストにて運搬・処分が終了した旨の虚偽の報告を行っていた。

8
民家解体工事で発生した産業廃棄物（木くず）を産業廃棄物管理票の交付を受けずに運搬したほか、許可が
ないにも関わらず積替え保管を反復して行っていた。

改善命令
違反

9
産業廃棄物の保管基準を満足しない保管を行ったことから、一定期間内に適正処理を進める改善命令を受
けていたが、期間経過後の立入検査にて期間内の命令履行がなされなかったことが判明した。
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排出事業者による不適正処理事例
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区分 不適正処理の事例 （2024年１月～2024年12月）

不法投棄

1

廃プラスチック類等の産業廃棄物処分業の許可を持つ中間処理業者が、産業廃棄物を過剰に保管している
として、措置命令を受けていた。

この中間処理業者の施設では、基準を超えて保管されていた産業廃棄物から出火し鎮火まで１か月間要す
る火災が発生した事実もあり、管轄自治体から２度にわたり廃棄物の撤去を求める措置命令が発出されてい
たが、命令にはほとんど応じなかった。これを受けて管轄自治体は、排出事業者８社に対して、合計約２万
2000トンの撤去を命じる措置命令を発出した。

2
県の職員が、市内の清掃業務に伴って生じた刈草（約300キロ）を、適正な許可を有する業者に委託せず、市
内の山中に不法投棄した。廃棄物処理法違反の疑いで、職員３名が略式起訴および罰金20万円の略式命
令を受けた。

3
市内の浄化槽清掃業者が、法人から回収した産業廃棄物である廃油に、一般家庭から回収したし尿を混ぜ
て作った混合物（約２トン）を、一般廃棄物として市の施設に不法投棄した。捜査の中で、同様の不法投棄を
10年以上繰り返して5,000万円以上の利益を得ていた疑いが浮上している。

行政指導 4

市町村が運営している浄水場から、有害な有機フッ素化合物（PFAS：ピーファス）が検出された。

県の調査の結果、発生源は使用済みの活性炭であるとして、活性炭を保管していた業者が書面による行政
指導を受けた。

保管業者は、資材置き場で保管していた活性炭は「再利用可能な有価物である」と主張していたが、数年間
にわたり移動されていなかったことや、梱包していたフレコンバッグからはみ出していたことを根拠として、県
が産業廃棄物であると認定した。資材置き場では、産業廃棄物保管場所である旨を示す掲示板や囲いと
いった産業廃棄物保管基準が遵守されておらず、基準違反に該当するとして指導に至ったとされる。

４．その他、まとめ（不適正処理）
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【再掲】廃棄物処理法の全体像

「廃掃法（はいそうほう）」ともよばれる （正式名称：廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

ユニバース著「産廃がわかるハンドブック」から抜粋

排
出
事
業
者
自
身
が

自
社
で
処
理

処
理
を
他
社
に
委
託

原則 例外

処
理
業
者

排
出
事
業
者

契約書
【事前の約束】

マニフェスト
【廃棄物ごとの確認】

廃棄物処理法の原則＝排出事業者自身が処理

産業廃棄物が発生

処理時の基準
を守るべし

必要な許可 を

持っているか確認

運搬・中間処理

最終処分終了の報告

廃棄物の種類は？
処理できるものか確認

処理方法を確認

最終処分終了を確認

廃棄物処理法の原則は「排出事業者が自らその処理を行う」こと

61

４．その他、まとめ（不適正処理）
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ご清聴ありがとうございました。
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